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関係省庁

官庁営繕事業の流れと関東地方整備局の業務範囲

国土交通省

工　　事

関東地方整備局

設計･積算

検査･引き渡し

保全指導

管　　理
（運営･維持）

①関係省庁は、官公法※に基づき、営繕計画書を国土交通　
　省、財務省へ提出。
　 （規模及び工事費の算定においては、国土交通省が策定　
　　 した面積算定基準、予算単価等を統一基準として使用）
　　※官公法：官公庁施設の建設等に関する法律

②国土交通省は、長期営繕計画、実態調査、位置・規模・構
　造の基準に基づき、技術的観点から意見書を関係省庁、　
　財務省へ送付。

目的に基づき、それぞれの用途に応じた基本的性能※を満足
する施設整備を行う。
　※基本的性能： 「官庁施設の基本的性能基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕　
　　部が平成１３年に制定）で定められている官庁施設として有すべき主要な性能

①

②
②

①

緊急性及び妥当性があると判断された事業について、新規
事業採択時評価を実施し、財務省へ予算要求を行う。

意見書
・事業の緊急性
・事業の妥当性

　

長　期
営繕計画

位置･規模
･構造の基準

実態
調査

関係省庁

営繕計画書
位置：建設地
規模：面積　
構造：仕様　
工期　　　　
工事費　　　

提出

新規事業採択時評価財　務　省

引き渡し

指　導

事後評価

施設の質の確保のため、施設が常に適正な機能を維持でき
るように、必要に応じて関係省庁に対して指導を行う。

提出

送付

送付

予算
要求

２

関東地方整備局調査
①長期営繕計画の基礎となるﾃﾞｰﾀの収集及び本省への提出。
②5年に1度程度実態調査を実施し調査結果を本省への提出。

ﾃﾞｰﾀ提出



●委員会での審議内容

●関東地方整備局の役割
　　目的に基づき、それぞれの用途に応じた基本的性能を満足　
　 する施設を整備すること

関東地方整備局の役割と監視委員会での審議内容

工事費の内訳(C)適正な価格で整備されているか

事業計画の効果
に関する評価(B1,B2)

「国家機関の建築物及びその附帯施設
の位置、規模及び構造に関する基準」
を満たしているか

３



官庁営繕事業に係る事業評価のイメージ

４

・事業評価手法イメージ（新規事業採択時）

・事業評価手法イメージ（事後評価）

・事業計画の効果（B1・B2）について



■事業計画の効果

■事業計画の必要性

・老朽・狭隘・政策要因などの視点から、事業を早期に行う必要性を評価

■事業計画の合理性

・事業と同等の性能を可能とする他の案（改修・増築、民借）の有無を確認

・採択案と他の案との費用比較（LCC）により、合理的であることを評価

事業評価手法イメージ（新規事業採択時）

事業の採択

計画実施

時期の見直し

代替案での

実施を検討
基本水準を満たした
民間ビルへの入居

改修 増築

100点未満

100点以上(最大100点)

100点未満

事業計画の見直し

B1が100点未満(最大195点)、もしくは
B2が事業の特性と合致していない

B1が100点以上で、B2が事業の特性と合致している

予算要求段階の計画について、
入居官署が業務を行うために
必要な機能を満たすことを確認

Ｂ１（業務を行うための基本機能）を評価

法令・条例に適合
適正な面積
適切な室内空間

敷地の場所・規模が適切

予算要求段階の計画について、
営繕の施策が適切に反映
されていることを確認

100点以上（最大196点(建替等)、130点(新規施設)）

５

Ｂ２ （施策に基づく付加機能）を評価
緑化の推進
太陽光ｴﾈﾙｷﾞｰ利用

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

地域へ駐車場を開放



■事業計画の必要性

・事後評価では評価しない

■事業計画の合理性

・事後評価では評価しない

入居官署が業務を行うために
必要な機能を満たすことを確認
　（参考資料）
　・建物概要　　　　・写真　　
　・CASBEE評価　 ・ＣＳ調査

営繕の施策が適切に反映
されていることを確認
　（参考資料）
　・施策の反映状況　・写真
　・CASBEE評価

■事業計画の効果

Ｂ２ （施策に基づく付加機能）を評価
緑化の推進
太陽光ｴﾈﾙｷﾞｰ利用

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

地域へ駐車場を開放

Ｂ１（業務を行うための基本機能）を評価

法令・条例に適合
適正な面積
適切な室内空間

敷地の場所・規模が適切

○効果の発現が十分でなく、
今後効果の発現が期待される

○改善措置の検討が必要

再度事後評価

B1が100点(最大195点)未満、もしくは
B2が事業の特性と合致していない

６
効果の発現が概ね十分で、改善措置の必要性がない

B1が100点以上で、B2が事業の特性と合致している

C（施設の整備に要する費用）を評価 （参考資料）
　・全体事業費
　・工事費の内訳
　・延べ面積1m2当たりの工事費

（関東地方整備局が独自に評価の対象とするもの）

６

事業評価手法イメージ（事後評価）




